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議案第７号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月２１日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

特別職の職員で非常勤のものの報酬の額を見直すとともに、新たに報酬の額を定めるた

め、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条

例第１９号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条 

例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「      

 農業委員会会長 〃  ４３，０００ 〃  

を  農業委員会会長代理 〃  ３６，０００ 〃  

 農業委員会委員 〃  ３３，０００ 〃  

    」  

「      

農業委員会会長 月額４３，０００

円 に 、 月 額

５８，５７８円以

内で市長が定める

額を加算して得た

額 

〃  

農業委員会会長代理 月額３６，０００

円 に 、 月 額

５８，５７８円以

内で市長が定める

額を加算して得た

額 

〃  

に改める。 
農業委員会委員 月額３３，０００

円 に 、 月 額

５８，５７８円以 

〃  
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 内で市長が定める

額を加算して得た

額 

農地利用最適化推進委

員 

月額３１，０００

円 に 、 月 額

５８，５７８円以

内で市長が定める

額を加算して得た

額 

〃  

    」  

 別表代表監査委員の項中「〃  １２５，０００」を「月額 １２５，０００」に改め、

同表消費生活相談員の項中「７，７００」を「８，０００」に改める。 

附 則 

この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）

附則第２９条第２項の規定によりなお従前の例により在任する君津市農業委員会の委員の

任期満了の日（選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日）の翌

日から施行する。ただし、別表消費生活相談員の項の改正規定は、平成２９年４月１日か

ら施行する。 
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特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

別表（第２条、第４条） 別表（第２条、第４条） 

区分 報酬の額 旅費の額 

省略 

農業委員会会長 月額４３，０００円

に、月額５８，５７８

円以内で市長が定め

る額を加算して得た

額 

〃 

農業委員会会長代理 月額３６，０００円

に、月額５８，５７８

円以内で市長が定め

る額を加算して得た

額 

〃 

農業委員会委員 月額３３，０００円

に、月額５８，５７８

円以内で市長が定め

る額を加算して得た

額 

〃 

農地利用最適化推進委員 月額３１，０００円

に、月額５８，５７８

円以内で市長が定め

る額を加算して得た

額 

〃 

代表監査委員 月額 １２５，０００〃 

区分 報酬の額 旅費の額 

省略 

農業委員会会長 〃  ４３，０００ 〃 

農業委員会会長代理 〃  ３６，０００ 〃 

農業委員会委員 〃  ３３，０００ 〃 

代表監査委員 〃  １２５，０００〃 
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省略 

消費生活相談員 〃  ８，０００ 〃 

省略 

省略 

消費生活相談員 〃  ７，７００ 〃 

省略 

 備考 省略  備考 省略 


